
一般社団法人桑名青年会議所 

運営規則 

 

第１章  総 則 

 

（趣旨） 

第１条 本規則は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易にするため、一般社団 

法人桑名青年会議所定款第５７条に基づき、その必要な事項を定める。 

（英語名） 

第２条  本青年会議所の英語名は、次の通りとする。 

ＫＵＷＡＮＡ ＪＵＮＩＯＲ ＣＨＡＭＢＥＲ,ＩＮＣ． 

（事務所） 

第３条  本会議所は、主たる事務所を、次のところに設置する。 

桑名市大字矢田１６６番地 朝日鋳工所ビル２F 

（公示の方法） 

第４条  定款及び本規則に定める公示は、本会議所の事務所に掲示する。 

２  公示の期間は、掲示の日から１か月間とする。 

 

第２章  会 員 

第１節  会員資格審査委員会 

 

（委員会の設置） 

第５条  会員資格審査委員会（以下「審査会」という）は、入会、休会及び退会の申請や除 

名の疑いが生じた場合に、その他会員の資格に問題が生じた場合、理事会に先だっ 

て予備審査を行うために設置する。 

（委員会の構成） 

第６条  審査会の委員長は常任理事経験者（正副理事長、専務理事）の内１名を、委員は若 

    干名を理事会の承認を得て、理事長が任命する。 

２  理事長及び審査会委員は、その任期中は新入会員の推薦者となることができない。 

（委員会の原則） 

第７条  審査会は、必要に応じ秘密会とすることができる。また、審査会は、会員、その他 

の者に対し出席を命じ、その意見を聴取することができる。 

（報告書の提出） 

第８条  審査会は、理事会にその審査結果について報告書（第１号様式）を提出しなければ 

ならない。 

 



第２節  会 費 

（正会員） 

第９条  正会員は、入会に際し入会金、通常会費を、また毎年度１月末日に通常会費を、次 

の通り納入しなければならない。 

（１）入会金 通常会費の半額の７０，０００円とする。 

（２）通常会費 １４０，０００円 

（３）入会年度の通常会費は月割りとする。 

（特別会員） 

第１０条  理事会は、制限年齢の年度末まで正会員であった会員については、本会議所の 

目的に賛同し、その発展を助成しようとする意思表示があった場合、理事会の承 

認により特別会員とすることができる。 

２ 特別会員は、終身会費として通常会費１年分を一時払いしなければならない。 

（名誉会員） 

第１１条  名誉会員は入会金、会費等の納入義務を負わない。 

（賛助会員） 

第１２条  賛助会員は毎年通常会費一口１０，０００円以上を納入する。 

（督 促） 

第１３条  正会員が通常会費を３月末日までに納入しないときは財務理事が、８月末まで 

に納入しないときは審査会委員長が督促状（第２号様式）を送付する。 

 

第３節  入 会 

（入会申込） 

第１４条 定款第９条（入会）に定める入会申込書（第３号様式）には、次の事項を記載 

する。 

（１） 氏名及び配偶者名 

（２） 生年月日 

（３） 住所及び電話番号 

（４） 勤務先及び役職名 

（５） 勤務先所在地及び電話番号 

（６） ＨＰアドレス Ｅ－ｍａｉｌアドレス 

（７） 最終学歴 

（８） 誓約及び署名捺印 

（９） 推薦者の誓約及び署名捺印 

２  入会を希望する者は研修生として別に定める規則により研修を行う。 

（入会推薦者） 

第１５条  正会員として入会を希望する者の推薦者は、入会を希望する者１名に対し２名 



とし、そのうち１名が推薦後に正会員として引続き２年以上在籍し、直前２年 

度の年間基本出席点数以上の者でなければならない。また、推薦者は入会を希 

望する者が研修期間のみならず、正会員となった後においても、満２年間の出 

席、会費の納入はもとより、一切の本会議所活動において支援するとともに、そ 

の責任を負うものとする。 

（決定通知） 

第１６条  理事長は、理事会において入会承認の認否が決定した時は、ただちに推薦者を 

     通じ入会を希望する者に書面（第４号様式）で通知しなければならない。 

 

第４節  出 席 

（出席点数） 

第１７条  総会、例会、及び理事会が全正会員の出席を求めた行事等に欠席したときは、 

年度初の出席点数１００点より５点を減点する。遅刻、早退した場合には、１ 

点を減点する。また、出欠の連絡が事業前日までない場合や、出欠の返信と異 

なった結果となった場合も同様に １点を減点する。 

２  前項の行事等につき、理事会が特に重要と認めたときは一回の欠席につき３０ 

点未満の点数まで減点できる。その点数については理事会の特別決議により決 

定する。ただし、その欠席の事由の重大性をあらかじめ開催の主管者または責 

任者に通告し、理事会がこれを承認した会員については本項を適用しない。 

３  各委員会および全正会員の出席を必要としない行事等ならびに関連団体の行事 

等へ出席したときは、１日につき２点を加点する。ただし、役員だけの会議及 

び本会議所内だけの同好会への出席は、加点しない。 

（出席の記録および届出） 

第１８条  前条の行事等については、開催の主管者または責任者が活動報告書（第５号様 

式）に出席者名を記載して１０日以内に事務局へ届出なければならない。 

２  前項の届出がないものについては、出席点数に加点しない。 

（出席義務） 

第１９条  基本出席点数は、７０点とし正会員は基本出席点数以上の出席をしなければな 

らない。 

２  正会員は、例会（総会を含む）を３か月連続して欠席してはならない。 

３  正会員が前各項に抵触した場合、審査会は、当該会員に対して勧告を行ない注 

意書（第６号様式）を送付する。また、当該会員は理事会において理由を述べ 

なければならない。 

 

第５節  休 会 

（休会の承認） 



第２０条  正会員が長期にわたる疾病、または３ケ月以上にわたり桑名地方を離れるとき、 

その他継続して出席できない極めて重大な理由が生じたときは、休会届（第７ 

号様式）を提出し、理事会の承認をえて休会することができる。休会期間を含 

む年度の基本出席点数は、理事会で決定する。また、休会中の会費は、これを免 

除しない。 

２ 正会員本人の妊娠または出産による場合は、理事会の承認を得て申告日から２ 

     年以内を限度に産前産後休会及び育児休会を認める。 

３ 前項により休会する正会員については、当該妊娠または出産及び育児による休 

会期間中１回に限り、休会期間中のいずれかの年度における年会費を免除する 

ことができる。 

   ４ 年会費の免除を希望する正会員は、年会費の免除申請を前年の９月までに理事 

会で申請するものとし、免除が認められた場合、免除期間における事務費として、 

２０，０００円を通常年会費納入期間中に納入する。 

（休会の期間） 

第２１条  休会の承認を与えることができる期間は、１年以内とする。ただし、この承認 

は、連続して与えることができる。 

２  理事長は、休会期間中といえども、その理由が消滅したと認められるに至った 

ときは、理事会の議決を経て、休会を停止させることができる。 

 

第６節  退 会 

（退会） 

第２２条  退会を希望する者は、退会届（第８号様式）を理事長に提出し、理事会の承認 

を得なければならない。当該年度の基本出席点数は、理事会で決定する。 

 

第７節  除 名 

（警告及び報告） 

第２３条  審査会は、７月に行われる通常総会までに、定款第１１条に該当する虞のある 

会員があるときは、これを理事長に報告しなければならない。 

２  理事長は、報告をうけたときは、総会にて警告するか、または警告書（第９号様 

式）を当該会員に送付する。 

３  理事長は、警告したにもかかわらず従わない会員があるときは、審査会にその 

事情を調査させ、その結果を総会及び理事会に報告しなければならない。 

（退会勧告） 

第２４条  理事会は、総会の除名の決議に先だって退会を勧告することができる。 

 

第２章  役 員 



 

（役員の選任） 

第２５条  毎年第２回通常総会において本会議所の次年度理事及び監事を選任する。また、 

次年度理事長候補者は、１３名を越えない理事を総会に推薦することができる。 

（理事長候補者の推薦） 

第２６条  理事長は、次年度の理事長候補者１名を、理事選任のための総会に推薦できる。 

（副理事長及び専務理事の各候補者の推薦） 

第２７条  次年度理事長候補者は、次年度の副理事長および専務理事の候補者を決定して、 

その選任のための理事会に推薦する。 

（財務理事の任命） 

第２８条  次年度理事長候補者は、財務を処理するために理事の内の１名を財務理事に任 

命する。 

 

第４章 会 議 

第１節 総 会 

（通常総会） 

第２９条  通常総会は、原則として毎年１月及び７月に、理事長が招集する。ただし、７月 

に招集される通常総会は、理事会の決議により変更することができる。 

   ２ 通常総会の開催が困難な場合は、定款２３条３項を適用するものとする。 

第２節 理事会 

（通常理事会） 

第３０条 通常理事会は、定款に基づき全ての理事をもって構成され、本会議所の事務を

決定し処理する。 

２ 理事会は、理事長が招集し毎月第４水曜日１９時００分より一般社団法人桑名

青年会議所事務局において開催する。ただし、理事会の承認があれば開催日、

時間、場所、運営方法の変更をすることができる。 

３ 直前理事長、監事および顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。 

４ 理事会の開催が困難な場合は、定款３３条４項を適用するものとする。 

（非公開の理事会） 

第３１条 入会、休会及び除名を審議する理事会は、特別の理由がないかぎり公開しない。 

２  前項の審議に関する決議は、無記名の投票によらなければならない。 

（理事会議事録の確認者） 

第３２条 議長は、理事会議事録の記載事項が正確に記載されているかを確認させるため、

当該理事会に出席した理事の中から議事録確認者２名を指名する。 

   ２ 議事録確認者に指名された理事は、議事録作成者が作成した理事会議事録に本

規則第４４条に定める記載事項が正確に記載されているかを確認し、次回理事



会においてこれを報告しなければならない。 

（決議事項の報告） 

第３３条  理事長は、理事会の決議事項を、全員に遅滞なく報告しなければならない。 

 

第３節 常任理事会 

（常任理事会） 

第３４条  理事長、副理事長及び専務理事をもって常任理事会を構成し、理事会開催前の 

意見調整を行い、また、緊急を要する事項についての審議を行うことができる。 

直前理事長は、これに出席して意見を述べることができる。 

２  理事長は、前項の意見調整事項及び審査事項について理事会に報告しなければ 

ならない。 

 

第５章  委員会及び例会 

（常任委員会） 

第３５条  定款第４０条第１項により委員会を設置する。 

２  各委員会の職務分掌を明確にするため、予めその内容を理事会で決定する。 

（総務委員会） 

第３６条  理事長は、総務委員会委員長に事務局長を、同副委員長に財務理事を任命する。 

（委員の所属） 

第３７条  理事長は、役員を除く正会員を毎年必ず１つの委員会に所属させなければなら 

ない。 

（委員会の報告） 

第３８条  委員長は、委員会の会議その他活動の内容につき、総会、例会および理事会に 

報告しなければならない。やむをえず出席できないときは、副委員長その他の 

代理人を出席させて報告させなければならない。 

２  前項の報告については、すみやかに報告書（第５号様式）を作成して、事務局 

へ提出しなければならない。 

（例会の開催） 

第３９条  例会は、毎月第２金曜日１８時３０分開催とする。ただし、通常総会の招集され 

る月は、これを開催しなくてもよい。 

２  前項の例会の開催については、理事会の決議により変更することができる。 

３ 例会の開催が困難な場合は、定款３９条３項を適用するものとする。 

（正会員の義務） 

第４０条  正会員は、総会及び例会に開会時刻の１０分前までに集合し、会員章を着用し 

なければならない。 

 



第６章  会 計 

 

（会計原則並びに区分） 

第４１条  本会計は、法令及び行政庁の指導に従い、その行う事業に応じて、一般に公正 

妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 

２  収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事 

業等毎に特別の会計として経理しなければならない。 

 

第７章  管 理 

 

（書類の備置） 

第４２条  理事長は、定款その他の諸規則類、登記に関する書類、総会および理事会の議事 

録、所定の事項を登載した会員名簿並びに各委員会報告書を常に事務所に備え 

置かなければならない。 

２  会員は、前項の書類をいつでも閲覧することができる。理事長は、正当な理由な 

くこれを拒んではならない。 

（総会の議事録の記載事項） 

第４３条  定款３０条に規定する総会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければな 

らない。 

（１） 開催の日時及び場所 

（２） 正会員の現在数及び出席正会員の数 

（３） 議長の選任に関する事項 

（４） 議事録作成者及び署名者の指名に関する事項 

（５） 付議事項 

（６） 議事の経過要領及び発言者の発言要旨 

（７） 議決結果及び議決数 

（理事会議事録の記載事項） 

第４４条  定款第３８条に規定する理事会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなけれ 

ばならない。 

（１） 開催の日時及び場所 

（２） 理事の現在数並びに出席理事の数及び氏名 

（３） その他出席会員の氏名 

（４） 議事録作成者及び署名者の指名に関する事項 

（５） 付議事項及び報告事項 

（６） 議事の経過要領及び発言者の発言要旨 

（７） 議事結果及び議決数 



（会員名簿の記載事項） 

第４５条  定款第４８条により備置する会員名簿に登録すべき事項は、次に掲げる事項と

する。 

（１） 氏名及び配偶者 

（２） 生年月日 

（３） 会員の種類 

（４） 住所及び電話番号 

（５） 勤務先 

（６） 勤務先所在地及び電話番号 

（７） 最終学歴、経験、環境及び他の身分に関する事項 

（８） 本会議所への入会年月日、推薦者、その他の資格得喪に関する事項並びに 

毎年度の役職及び委員会等の活動事項 

（委員会報告書の記載事項） 

第４６条  第３８条（委員会の報告）に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなけ 

ればならない。 

（１） 開催の日時及び場所 

（２） 所属委員の現在数並びに出席委員の数及び氏名 

（３） 出席役員及び傍聴者の氏名 

（４） 会計の収入及び支出の明細 

（５） 審議事項、報告事項及び実施事項の内容 

（６） 審議等の結末 

（保存書類および保存期間） 

第４７条  理事長は、本会議所の業務に関連する次に掲げる書類を各指定の期間内、事務 

所に保存しなければならない。 

（１） 定款、本規則及び細則 

（２） 設立の許可及び登記並びにその後の変更登記に関する書類 

（３） 会員名簿 

（４） 毎年度の事業計画及び収支予算並びに事業報告、収支決算、貸借対照表、 

正味財産計算書及び財産目録 

（５） 総会及び理事会の議事録 

（６） 入会及び退会その他全員資格得喪に関する書類 

（７） 会計に関する帳簿書類 

（８） 出席記録に関する書類 

（９） 各種の届出及び通知に関する書類 

（１０） その他理事会の議決により保存を必要と認めた書類 

２  前項に規定する書類の保存期間は、第１号、第２号および第３号の書類につい 



ては永久保存、第４号から第６号までの書類については１０年間、第７号から 

第９号の書類については５年間、第１０号の書類についてはその必要と認めた 

期間とする。 

 

第８章  賞 罰 

 

（褒賞） 

第４８条  理事長は、本会議所の事業に関連して特に顕著と認められる功労のあった委員 

会または会員を、理事会の決議を経て褒賞する。 

２  前項のほか、本会議所の例会等に務めて出席した会員を褒賞する。 

３  新しく特別会員になった者には記念品を、退任する理事長には感謝状および記 

念品を贈呈する。 

（反則金） 

第４９条  正会員は、基本出席点数に満たない場合は、１点につき１００円の反則金を拠 

出しなければならない。 

２  前項のほか次に掲げる反則金を拠出しなければならない。 

（１）４月末日までに年会費を納入しないとき、１か月につき １，０００円 

 

第９章  慶弔見舞金 

 

（慶弔見舞金） 

第５０条  会員及びその家族については、次に定める金額に相当する慶弔見舞金品を贈る。 

（１） 会員の結婚 １０，０００円 

（２） 会員の疾病（入院１ヶ月以上） ５，０００円 

（３） 会員の死亡 １０，０００円及び生花 

（４） 家族の死亡（配偶者、及び同居の２親等内親族） ５，０００円及び生花 

２  前項各号のほか、理事会が必要と認めたときは、前項各号に準じた範囲内でそ 

の都度決定してこれを贈ることができる。 

 

第１０章  預り金 

 

（預かり金） 

第５１条 理事長は、理事会の議決を経て、本会議所を通じての会員の個人的支出、例会 

食事代及び反則金その他の経費にあてるため、６０，０００円を超えない金額 

を予め正会員より預かることができる。 

２  前項の預り金の残金は、毎年度最終例会またはこれに代る全正会員の出席を求 



められた会合等において返還しなければならない。当該会合への出席は、出席 

基本点数に算入しない。 

３  正会員は、前項の会合等に出席できないときは、あらかじめ受取りの代理人を 

定めて通知しなければならない。通知のないときは、一般会計へ繰り入れる。 

   ４ 第２０条３項により、当該妊娠または出産及び育児による休会期間中１回に限 

り、休会期間中のいずれかの年度における預り金を免除することができる。 

 

第１１章  雑則 

 

（規則の改正） 

第５２条  本規則の改正は、定款及び本規則に特別の定めのあるものを除いて、理事会の 

３分の２以上の賛成による特別決議によらなければならない。 

２  改正が理事会で決議されたときは、速やかに改正部分を明示して会員に通知し 

なければならない。 

（公示） 

第５３条  理事長は、会員の資格変更（入会、休会、退会、除名）定款、本規則及び諸細 

則の改正については、これを公示しなければならない。 

（細則への委任） 

第５４条  本規則の運用及び事業の遂行に関し、細部にわたって規定の必要があると理事 

会が認めたときは、細則を設けて、これを規定することができる。 

（各種様式） 

第５５条  定款及び本規則の規定により、提出、通知または作成すべき書類の様式を別表 

のとおり定める。 

 

 


